
第 51 号議案 令和７年度宍粟市一般会計補正予算（第８号）
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第51号議案 

 

令和７年度宍粟市一般会計補正予算（第８号） 

 

令和７年度宍粟市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 

令和８年３月27日提出 

 

宍粟市長  福 元 晶 三  
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追　加 （単位：千円）

変　更 （単位：千円）

土 木 費 道 路 橋 梁 費 道 路 維 持 補 修 事 業 43,000 55,600

事　　業　　名
補　正　前 補　正　後

金　　　額 金　　　額
款 項

第 　　１ 　　表 　　　　　 繰 　　越 　　明 　　許 　　費 　　補 　　正

款 項 事　　業　　名 金　　　額

総 務 費 総 務 管 理 費
第３次宍粟市総合計画前期基本計画及び宍粟
市デジタル田園都市構想総合戦略策定業務

1,474
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第52号議案 

 

宍粟市営住宅条例の一部改正について 

 

宍粟市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、議会の議決を

求める。 

 

令和８年３月27日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  
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宍粟市条例第 号 

 

宍粟市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

宍粟市営住宅条例（平成17年宍粟市条例第163号）の一部を次のように改正する。 

次の表の左欄に掲げる規定を同表の右欄に掲げる規定に改める。 

改  正  前 改  正  後 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

名称 位置 戸数 構造 備考（建設年度） 

［略］ 

宝谷団地 宍粟市千種町河呂189番

地４ 

10 木造２階建 （昭和58年度） 

［略］ 
 

名称 位置 戸数 構造 備考（建設年度） 

［略］ 

宝谷団地 宍粟市千種町河呂189番

地４ 

８ 木造２階建 （昭和58年度） 

［略］ 
 

備考 この表において、下線を付した部分は改正箇所を示し、［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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報告第３号 

 

市議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により定めた市長において専決処分をすることができる事項について、次のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。 

 

令和８年３月27日提出 

 

宍粟市長 福 元 晶 三  

 

事件概要 相 手 方 損害賠償額 専決年月日 

令和８年２月５日午前10時30分頃、宍粟市一宮町安積1347番地３（一宮市民協働

センター駐車場）において、宍粟市職員の過失により、相手方所有の財物を破損さ

せたもの 

宍粟市 

個人 
170,500円 

令和８年 

３月11日 
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